
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

奈
良
県
教
育
委
員
会
委
員
長

松

村

佳

子

奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
奈
良
県
教
育
委
員
会

規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
こ
の
規
則
は
」
を
「
こ
の
規
則
は
、
」
に
改
め
、
「
奈
良
県
立
」
の
下
に
「
の
中
学
校
、

」
を
加
え
る
。

第
五
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

中
学
校
の
修
業
年
限
は
、
三
年
と
す
る
。

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

特
別
支
援
学
校
の
修
業
年
限
は
、
幼
稚
部
に
つ
い
て
は
一
年
か
ら
三
年
ま
で
の
間
と
し
、
小
学
部

に
つ
い
て
は
六
年
と
し
、
中
学
部
、
高
等
部
及
び
専
攻
科
に
つ
い
て
は
三
年
と
す
る
。

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
八
十
六
条
」
を
「
第
八
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

（
併
設
型
中
学
校
及
び
併
設
型
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
実
施
）

別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
中
学
校
（
以
下
「
併
設
型
中
学
校
」
と
い
う
。
）
及
び

第
十
三
条
の
三

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
高
等
学
校
（
以
下
「
併
設
型
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
学
校

教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
一
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
中
学
校
に
お
け
る
教
育
と
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
を
一
貫
し
て
施
す
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
併
設
型
中
学
校
及
び
併
設
型
高
等
学
校
に
お
い
て
教
育
課
程
を
編
成
す

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
相
互
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
中
「
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
退
学
は
」
の
下
に
「
、
特
別
支
援
学
校

に
在
学
す
る
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
を
除
き
」
を
、
「
生
徒
に
」
の
下
に
「
対
し
て
」
を
加
え
、
同

条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
二
項
の
停
学
は
、
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
対
し
て
は
、
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
高
等
学
校
」
を
「
中
学
校
及
び
高
等
学
校
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
高
等
学
校
」
を
「
中
学
校
の
入
学
者
選
抜
に
係
る
検
査
及
び
高
等
学
校
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三

項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
併
設
型
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
当
該
高
等
学
校
に
係
る
併
設

型
中
学
校
の
生
徒
に
つ
い
て
は
入
学
者
の
選
抜
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
中
「
別
表
第
五
」
を
「
、
別
表
第
六
」
と
す
る
。

別
表
第
二
奈
良
県
立
奈
良
東
養
護
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

奈
良
県
立

小
学
部

奈
良
東
養
護
学
校

中
学
部

知
的
障
害

高
等
部

産
業

別
表
第
二
奈
良
県
立
明
日
香
養
護
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

奈
良
県
立

小
学
部

明
日
香
養
護
学
校

肢
体
不
自
由

中
学
部

高
等
部

普
通

肢
体
不
自
由
、
病
弱

「
十
津
川
村
立
上
野
地
中
学
校

十
津
川
村
立
小
原
中
学
校

別
表
第
四
中

を
「
十
津
川
村
立
十
津
川
中
学
校
」
に
改
め
る
。

十
津
川
村
立
折
立
中
学
校

十
津
川
村
立
西
川
中
学
校

」

別
表
第
五
を
別
表
第
六
と
し
、
別
表
第
四
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

（
第
十
三
条
の
三
関
係
）

別
表
第
五

併

設

型

中

学

校

名

併

設

型

高

等

学

校

名

奈
良
県
立
青
翔
中
学
校

奈
良
県
立
青
翔
高
等
学
校

附

則



（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
六

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
別
表
第
二
に
規

定
す
る
奈
良
県
立
奈
良
東
養
護
学
校
の
高
等
部
の
普
通
科
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県

立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
別
表
第
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
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